
総社市告示第８２号 
 
総社市障がい者（児）日中一時支援事業実施要綱（平成１８年総社市告示第８４号）の一部を次のように改正する。 

 
  令和７年６月２５日 
 

総社市長 片 岡 聡 一 
 
 次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動

後項」という。）が存在しない場合には，当該移動項を削り，移動後項に対応する移動項が存在しない場合には，当該移動後項を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（費用） 

第６条 略 

２ 略 

 

 

 

 

 

３ 次の各号に掲げる者が，前項に規定する負担額の免除を申し出た場合

は，当該各号に掲げる期間の利用に伴う負担額を無料とすることができ

る。 

(１) 第４条第２項第１号に該当する対象者又はその対象者の保護者 申

出のあった日の翌月から当該対象者でなくなった日の属する月の末日

まで 

(２) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の適用を受けている世帯に

属する者 申出のあった日の翌月から当該免除理由が消滅した日の属

する月の末日まで 

(３) 生活困窮等，市長が特別の事情があると認めた者 申出のあった日の

翌月から当該免除理由が消滅した日の属する月の末日まで 

４～６ 略 

 

 

（費用） 

第６条 略 

２ 略 

３ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の適用を受けている世帯に属

する者及び生活困窮等，市長が特別の事情があると認めた者が前項に規定

する負担額の免除を申し出た場合は，申出のあった日の翌月から当該免除

理由が消滅した日の属する月の末日までの利用に伴う負担額に限り，無料

とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～６ 略 

  

 



   附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 


